
新中学校校舎建設事業への充当について 

 

【令和６年度検討結果】 

　・　できるだけ森林環境譲与税を充当し、施設の木質化を図る。　※主に図書室 

　・　森林環境に関する教育と合わせた事業展開が望ましい。 

　・　施設部会や学習計画の際に、本委員会からの意見を検討材料として活用する。 

【活用方針】 

　　・　建築完成予定の令和 8 年度に向けて、重点的に配分する。 

【現状報告】 

＊経過 

令和７年１月３０日（木）　～　２月２８日（金） 

　　富士川町平林地内　伐採　杉 37.55 ㎥ 

　　　　　　　　　　　　　　　檜 149.45 ㎥ 

令和７年２月１７日（月）　～　２月２７日（木） 

　　峡南森林組合（富士川町鰍沢）に運搬 

令和７年４月１日　 

峡南森林組合と「町有林材荒製材作業業務委託」および、「町有林材 

荒製材保管・乾燥業務委託」を締結 

令和７年５月２０日（火）　～　８月８日（金） 

　　　荒製材作業を開始　保管丸太　　　　杉 37.55 ㎥、檜 149.45 ㎥ 

　　　　　　　　　　　　荒製材製品数量　杉 16.3798 ㎥、檜 30.1469 ㎥ 

　　　現在の工程は、荒製材作業が完了し、製材品の保管を行っている。 

令和７年６月２１日（土） 

新校舎「町有林イベント」開催 

　　　富士川中学校１年生（７５人）とその保護者の参加のもと、平林の町 

　　　有林において、新校舎町有林イベントを開催。新校舎に使用される木 

材について学ぶと共に、木の伐倒体験などを行った。 

 

＊富士川中学校　新校舎に使用される町有林材 

　　・富士川コリドー（腰壁、軒天：縁甲板貼） 

　　・２階図書室前の吹き抜け空間（富士山ルーバー） 

　　・３階富士山ルーバー裏の憩いスペース（収納付ベンチ） 

　　・３階普通教室（照明ボックスやカーテンボックスに町産材を活用）など
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子育て支援に関する事業への充当について 

 

【令和６年度検討結果】 

・　森林を大切な資源として次世代(こども・子育て世代)に継承することが必要。 

・　ニーズ把握や実証事業を実施し、効果を検証したところで、事業を開始する。 

【活用方針】 

　・　令和 6 年度に実施した保育に係る職員のニーズ調査を参考に、令和 7 年度に実

証的な事業を行うことにより、子どもたちや保護者へのニーズ確認に繋げていく。 

1　保育所　・・・　木製の机 

2　児童センター　・・・　木製の絵本収納ラック（本棚) 

【現状報告】 

１　保育所・・・令和６年度、職員にニーズ調査を行ったところ、年長児が毎日使用する

テーブルを木製にすることで木に触れる機会を設けることができる等の意見があっ

た。令和７年７月入札を行い、町産材を使用した年長児二人掛け折りたたみ式木製

テーブル 15 脚を現在製作中である。 

 

２　児童センター・・・木製にすることで木に触れる機会を設けることができる等の意見

から、令和７年度に木製の絵本収納ラック（本棚)を作成し、児童センター内に設置

する。現在、契約に向け調整を進めており、年度内には設置予定である。 
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(A)+(B) (A)うち森林環境譲与税
（千円）

(B)うち他の財源
（千円）

① 意向調査の準備作業 林地台帳システム保守事業 330 330 0 
林地台帳システム年間保守料
所有者情報データ更新作業

② 意向調査
意向調査、集積計画策定業
務、現地測量

3,101 3,101 0 意向調査67.17ha、集積計画3.74ha

③ 私有林整備 集積計画森林　保育間伐 300 300 0 間伐0.78ha
　集積計画を策定した森林の一部について、森林整備を
実施することができた。

⑦ その他（森林整備） ナラ枯れ被害拡大防止処理 74 44 30 5本(平林地内)
　被害木に必要な処理をすることで、被害の拡大を防ぐこ
とができた。

⑩ 専門員の雇用
地域林政アドバイザー雇用
事業

1,688 1,688 0 
地域林政アドバイザーの雇用に要する経費

　森林整備等の専門員を雇用することにより、町の森林
整備計画策定に関することや、令和元年度施行の「森林
経営管理制度」による森林整備に関することなど、専門的
知見をもって業務を遂行することができた。

⑬ 木造公共建築物の整
備等

新中学校校舎建設事業
(基金)

13,345 13,345 0 木質化に関する経費(基金の積み立て)

　「富士川町内の公共建築物等における木材の利用の促
進に関する方針」に基づき、校舎の木質化を行い、その
費用の一部に森林環境譲与税を充当するための基金を
積み立てた。
　校舎内の各所に町産材を活用し、学校全体に木のぬく
もりを取り入れていく方針

⑫ その他（人材育成等） 間伐体験事業 99 99 0 小中学生を対象とした間伐体験の開催
　説明をした後に実際に間伐体験を行うことで、森林整備
の大切さについて知ってもらうことができた。

18,937 18,907 30 

令和６年度 森林環境譲与税に関する決算状況

事業総額（千円）

合計

※金額の1,000円未満を端数調整しているため、実際の決算金額と異なります。

事業区分 事業名 事業内容 税導入の効果

　令和2年度から意向調査を実施した森林の一部につい
て、集積計画の策定を行い、森林整備のための測量、積
算まで実施することができた。
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(A)+(B)
(A)うち森林環境譲与税

（千円）
(B)うち他の財源

（千円）

⑬ 木造公共建築物の整
備等

新中学校校舎建設事業 13,737 13,737 0 令和5年度末　基金積立額

⑬ 木造公共建築物の整
備等

新中学校校舎建設事業
※基金一部取り崩し

△ 885 △ 885 0 木材搬出

⑬ 木造公共建築物の整
備等

新中学校校舎建設事業 13,345 13,345 0 令和6年度　積立額

26,197 26,197 0 令和6年度末　積立額

令和６年度 森林環境譲与税に関する決算状況(基金分)

事業総額（千円）

合計

※金額の1,000円未満を端数調整しているため、実際の決算金額と異なります。

事業区分 事業名 事業内容 税導入の効果



 

令和８年度以降　活用事業の主な検討項目 

 

●今後の主な検討項目 

①　林業事業者への補助制度の検討 

 

②　新たに建設や改修を予定している公共施設の木質化の検討 

 

③　重要インフラ隣接森林整備事業導入の検討 

 

④　スマート林業導入の検討 

 

⑤　町有林を活用した森林環境教育事業の検討 

 

⑥　農林大学校森林学科との連携事業の検討 

 

⑦　その他(上記以外の事業) 
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①　林業事業者への補助制度の検討（安全装備) 

【目的】 

担い手の育成、小規模林業者が行う森林整備の促進、安全意識の向上 

 

【対象者】 

　　地域内の林業事業体、小規模林業者(自伐型林家・林業者) 

　※　町内の森林整備実績があり、入札参加資格者名簿に掲載又は、県や国の補

助事業実績があるもの 

 

【補助額】 

　1 事業者当たり、　100,000　～　200,000　円　 

　※　上限有り　購入費の 1/2、最大 200,000 円　等 

 

【補助対象製品(例)】　※空調服や通信機器を追加した自治体がある。 

チェンソー防護品(ズボン、チャップス、ブーツ)、安全靴、(林業用)ヘ

ルメット・手袋・ジャケット、空調服、その他身体保護具、防虫・防獣用

品、かかり木処理器具、通信機器、チェンソー・刈払機 

　※　製品ごとに基準を設けており、特別教育の修了を条件にしているものも

ある。 

 

②　新たに建設や改修を予定している公共施設の木質化 

　「富士川町内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針」に基づき、

公共建築物における木材の利用の促進を図っていく。 

　〇　公共建築物について、率先して木造化・内装等の木質化を図る。 

　〇　使用される机、椅子、書棚等の備品等について、木材をその原材料として

使用したものの利用の促進を図る。 

　〇　町民への普及啓発


